
 

一 

◎
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
四
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
」
と
は
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
等
（
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
公
営
競
技
、
ぱ
ち
ん
こ
屋

に
係
る
遊
技
そ
の
他
の
射
幸
行
為
を
い
う
。
第
七
条
及
び
第
九
条
の
二
第
二

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
の
め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社

会
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
状
態
を
い
う
。 

  

（
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
提
示
す
る
行
為
等
の

禁
止
） 

第
九
条
の
二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
不
特
定
の
者
に
対
し
情
報
の
発

信
を
行
う
者
（
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
単
に
発
信
さ
れ
た
情
報
の
不
特

定
の
者
へ
の
提
示
の
機
会
を
提
供
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
者
を
除
く
。
）
は
、

次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

一 

国
内
に
あ
る
不
特
定
の
者
に
対
し
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
又
は
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示

す
る
行
為 

 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
国
内
に
あ
る
不
特
定
の
者
に
対
し
違
法

オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
に
誘
導
す
る
情
報
を
発
信
す
る
行
為 

２ 

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
」
と
は
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
等
（
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
れ
る
公
営
競
技
、
ぱ
ち
ん
こ
屋

に
係
る
遊
技
そ
の
他
の
射
幸
行
為
を
い
う
。
第
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
の

め
り
込
む
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
状

態
を
い
う
。 

   

〔
新
設
〕 

         



  

二 

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等 

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
の
う
ち
、
国
内
に

お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
違
法
に
行
わ
れ
る
も
の 

 

二 

違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

う
ち
、
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

を
行
う
場
を
提
供
す
る
も
の 

 

三 

違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
プ
ロ
グ
ラ
ム 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う

ち
、
当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
利
用
に
際
し
違
法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

を
行
う
場
を
提
供
す
る
も
の 

  

（
教
育
の
振
興
等
） 

第
十
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題

に
関
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
の
予
防
等
に
必
要

な
注
意
を
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
そ
の
他

の
様
々
な
場
に
お
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
に
関
す
る
教
育
及
び
学

習
の
振
興
並
び
に
広
報
活
動
等
（
第
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
違

法
オ
ン
ラ
イ
ン
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
旨
の
周
知

徹
底
を
図
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
を
通
じ
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題

に
関
す
る
知
識
の
普
及
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

           

（
教
育
の
振
興
等
） 

第
十
四
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
が
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題

に
関
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
の
予
防
等
に
必
要

な
注
意
を
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
家
庭
、
学
校
、
職
場
、
地
域
そ
の
他

の
様
々
な
場
に
お
け
る
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
に
関
す
る
教
育
及
び
学

習
の
振
興
並
び
に
広
報
活
動
等
を
通
じ
た
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
問
題
に
関

す
る
知
識
の
普
及
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

  

 
 

 


